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慰
謝
料
支
払
い
命
令

精
神
的
損
害
認
定
店
外
生
回ｍ
側
「蒜凶
仰
期
的
Ｗ
」

諌
早
市
内
の
６０
代
男
性
が

約
３０
年
間
に
わ
た
り
違
法
な

利
息
を
取
ら
れ
続
け
た
と
し

て
、
消
費
者
金
融
大
手
の
プ
ロ

ミ
ス

（東
京
）
を
相
手
に
、
過

払
い
金
な
ど
約
６
２
０
万
円

の
返
還
と
慰
謝
料
１
０
０
万

円
を
求
め
た
訴
訟
で
、
長
崎
地

裁
大
村
支
部

（大
竹
敬
人
裁
判

官
）
が
同
社
に
対
し
、
過
払
い

金
の
返
還
の
ほ
か
に
、
慰
謝
料

４５
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
る

判
決
を
言
い
渡
し
て
い
た
こ
と

が
‐７
日
、
分
か
っ
た
。
判
決
は

‐２
日
付
。

判
決
な
ど
に
よ
る
と
、
原
告

の
男
性
は
１
９
６
０
年
１０
月
７

日
か
ら
２
０
１
０
年
Ｈ
月
１５
日

ま
で
金
銭
消
費
貸
借
取
引
を
行

っ
た
。

８３
年
Ｈ
月
１
日
の
時
点

で
既
に
過
払
い
状
態
で
、
男
性

に
貸
金
債
権
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
ミ
ス
は
そ

の
後
、
約
３０
年
間
に
わ
た
り
制

限
超
過
利
息
を
取
り
続
け
て
い

た
。判

決
は
、
男
性
へ
の
慰
謝
料

に
つ
い
て

「長
期
間
に
わ
た
っ

十
分
」

人
、

「慰

謝
料
が
認
め
ら
れ
た
の
は
画
期

的
」
と
し
て
い
る
。

プ
写
ミ

士
は

「こ
の
件
に
関
し
て
答
え

ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（左
海
力
也
）

で
、
「
男
性
は
長
期
に
わ
た
り
、

存
在
し
な
い
債
務
の
支
払
い
を

続
け
、
資
金
繰
り
に
苦
労
し
た
」

と
し
て
、
慰
謝
料
の
支
払
い
を

命
じ
た
。

過
払
い
３０
年

慰
謝
料
命
令

地
裁
大
村
支
部

プ

ロ
ミ

ス

、
圭
開
求

や

め

ず

返
済
が
事
実
上
終
わ
っ
た
後

も
、

３０
年
近
く
に
わ
た
り
違
法

な
金
利
を
払
わ
さ
れ
た
と
し

て
、
諌
早
市
の
６０
歳
代
の
会
社

員
男
性
が
大
手
消
費
者
金
融

「プ
ロ
ミ
ス
」

（東
京
）
を
相

手
取
り
、
約
６
０
０
万
円
の
損

害
賠
償
と
１
０
０
万
円
の
慰
謝

料
を
求
め
た
訴
訟
の
判
決
が
長

崎
地
裁
大
村
支
部
で
あ
っ
た
。

大
竹
敬
人
裁
判
官
は

「不
法
行

為
で
生
じ
た
男
性
の
損
害
を
賠

償
す
る
義
務
が
あ
る
」と
し
て
、

同
社
に
慰
謝
料
を
含
む
約
６
５

０
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

判
決
は
１２
日
。

原
告
代
理
人
の
福
田
大
志
弁

護
士
は

「約
３０
年
も
過
払
い
金

を
払
い
続
け
さ
せ
た
ケ
ー
ス
は

ま
れ
で
、
慰
謝
料
の
支
払
い
を

命
じ
た
判
決
も
画
期
的
」
と
し

て
い
る
。

判
決
に
よ
る
と
、
男
性
は
１

９
７
５
年
以
降
、
同
社
か
ら
約

１
０
０
回
、
計
６
６
８
万
円
の

融
資
を
受
け
た
。
男
性
は
そ
の

都
度
、
返
済
を
重
ね
、

８２
年
３

月
以
降
は
金
利
が
利
息
制
限
法

の
上
限
を
超
え
る
過
払
い
の
状

態
と
な
っ
た
が
、
同
社
は
男
性

へ
の
弁
済
請
求
を
や
め
ず
、
男

性
は
２
０
１
０
年
１１
月
ま
で
ほ

ぼ
毎
月
、
支
払
い
を
続
け
た
。

男
性
は
昨
年
３
月
に
提
訴
。

同
社
は
過
払
い
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
た
う
え
で
、

「返
還
す

れ
ば
慰
謝
料
は
不
要
」
と
主
張

し
た
が
、
大
竹
裁
判
官
は
判
決

過
払
い
金
の

編
損

言
軽
視

霧

地裁大村判決




